
2017年 ５⽉試験
ファイナンシャル・プランニング技能検定

３級 実技試験

実施⽇① ◆     年  ⽉  ⽇

実施⽇② ◆     年  ⽉  ⽇

実施⽇③ ◆     年  ⽉  ⽇

試験時間 ◆ 60分

資産設計提案業務

① 問題⽤紙は試験監督者の指⽰があるまで開けないでください。
② 試験問題は、試験⽤紙と解答⽤紙からなっています。解答はすべて解答⽤紙に記⼊してく
ださい。

③ 解答⽤紙にはあらかじめ受検番号、カナ⽒名が印字されていますので、ご⾃⾝のものかを
確認してから漢字⽒名を記⼊してください。

④ 問題数は20問、解答はすべて三答択⼀式です。
⑤ 試験問題については、特に指⽰のない限り、法令基準⽇（１⽉・５⽉試験は前年10⽉1⽇、
９⽉試験はその年の４⽉１⽇）現在において施⾏の法令等に基づいて解答してください。
なお、東⽇本⼤震災の被災者等に対する各種特例等については考慮しないものとします。

⑥ 試験問題の内容に関する質問には⼀切お答えできません。
⑦ 問題⽤紙・解答⽤紙に印刷不明瞭や乱丁・落丁があった場合は、お申し出ください。
⑧ 解答⽤紙は試験終了後、回収しますので持ち帰らないでください。問題⽤紙はお持ち帰り
ください。

⑨ 計算機（電卓）は演算機能のみを有するものだけ使⽤できます。関数機能やプログラムの
⼊⼒可能なものは使⽤できません。

⑩ 携帯電話やスマートフォンなどの通信機能を有する機器は電源を切ってカバン等へしまっ
てください（マナーモードも不可）。

⑪ 机の上には受検票、本⼈確認書類、筆記⽤具（HBの鉛筆またはシャープペンシル、消しゴ
ム）、計算機（電卓）以外のものは置かないでください。

⑫ 不正⾏為防⽌のため、試験監督者が持ち物の提⽰を求める場合があります。
⑬ 試験問題の⾳読は慎んでください。
⑭ 試験開始後、途中退室は⼀切できません。

★ 注 意 事 項 ★



【第１問】 下記の（問１）〜（問２）について解答しなさい。

問１

ファイナンシャル・プランニング業務を⾏うに当たっては、関連業法を順守することが重要であ

る。ファイナンシャル・プランナー（以下「ＦＰ」という）の⾏為に関する次の記述のうち、最

も適切なものはどれか。

1．投資助⾔・代理業の登録をしていないＦＰが、顧客と投資顧問契約を締結し、当該契約に基づ

いて特定の上場会社の業績予想や投資判断について助⾔をした。

2．税理⼠資格を有していないＦＰが、公⺠館主催の無料相談会において、相談者が持参した資料

を基に、相談者が納付すべき所得税の具体的な税額計算を⾏った。

3．⽣命保険募集⼈の登録をしていないＦＰが、顧客から相談を受け、将来の必要保障額の試算を

⾏った。
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問２

下記は、中井家のキャッシュフロー表（⼀部抜粋）である。このキャッシュフロー表に関する次

の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、計算に当たっては、キャッシュフロー表中に

記載の整数を使⽤し、計算結果は万円未満を四捨五⼊すること。

1．空欄（ア）に⼊る数値とその求め⽅：「１９８×（１＋０. ０２）≒２０２」

2．空欄（イ）に⼊る数値とその求め⽅：「５０１－３３７＝１６４」

3．空欄（ウ）に⼊る数値とその求め⽅：「７８２×（１＋０. ０１）－６２４≒１６６」
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【第２問】 下記の（問３）〜（問５）について解答しなさい。

問３

下記＜資料＞に基づく株式の評価尺度に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1．配当利回りは、「３５円÷６０円×１００≒５８. ３（％）」である。

2．株価純資産倍率（ＰＢＲ）は、「１, ２００円÷１, ５００円＝０. ８（倍）」である。

3．株価収益率（ＰＥＲ）は、「１, ５００円÷６０円＝２５（倍）」である。

問４

投資信託に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1．投資信託の⽬論⾒書（投資信託説明書）と運⽤報告書は、いずれも投資信託販売会社（証券会

社や銀⾏など）によって作成される。

2．投資信託の運⽤報告書には、運⽤実績や今後の運⽤⽅針が記載されている。

3．投資信託の投資元⾦については、１⾦融機関ごとに１⼈当たり合計１, ０００万円までであれ

ば、預⾦保険制度により保護される。

問５

下記は、ＮＩＳＡの成⻑投資枠の概要についてまとめた表である。下表に関する次の記述のう

ち、誤っているものはどれか。なお、本問において、特定⾮課税累積投資契約に係る少額投資⾮

課税制度をＮＩＳＡといい、ＮＩＳＡ⼝座内に設定される特定⾮課税管理勘定を成⻑投資枠とい

う。

1．空欄（ア）に⼊る語句は、「１年単位で可能」である。

2．空欄（イ）に⼊る語句は、「繰り越せない」である。

3．空欄（ウ）に⼊る語句は、「１２０万円」である。
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【第３問】 下記の（問６）について解答しなさい。

問６

建築基準法に従い、下記＜資料＞の⼟地に建築物を建築する場合の延べ⾯積（床⾯積の合計）の

最⾼限度として、正しいものはどれか。なお、記載のない条件については⼀切考慮しないことと

する。

1．４００㎡

2．１, ５００㎡

3．２, ５００㎡
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【第４問】 下記の（問７）〜（問８）について解答しなさい。

問７

⼩⼭美穂⼦さんが加⼊している医療保険（下記＜資料＞参照）の保障内容に関する次の記述の空

欄（ア）にあてはまる⾦額として、正しいものはどれか。なお、保険契約は有効に継続している

ものとし、美穂⼦さんはこれまでに＜資料＞の保険から保険⾦および給付⾦を⼀度も受け取って

いないものとする。

⼩⼭美穂⼦さんが、２０２４年中にケガで継続して３５⽇間⼊院し、その後「要介護２」の状

態に認定された場合、⽀払われる給付⾦の給付初年度の合計は（ ア ）である。
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1. １, ９７５, ０００円

2. １, ８００, ０００円

3. １, ３７５, ０００円

問８

損害保険に関する次の記述の空欄（ア）〜（ウ）にあてはまる語句の組み合わせとして、正しい

ものはどれか。

個⼈賠償責任保険は、⽇本国内において、個⼈が居住している住宅の所有、使⽤または（

ア ）に起因する事故や⽇常⽣活で起きた事故により、他⼈を死傷させた、あるいは他⼈の

財物に損害を与えたため、法律上の損害賠償責任を負うことで被った損害について保険⾦が⽀

払われる。

業務上の賠償事故、（ イ ）による賠償事故、預かっている物に対する賠償責任については

補償の対象とならない。

なお、地震、噴⽕、これらによる（ ウ ）によって⽣じた損害は補償の対象とならない。

1．（ア）管理 （イ）⾃動⾞ （ウ）津波

2．（ア）賃貸 （イ）⾃転⾞ （ウ）津波

3．（ア）管理 （イ）⾃転⾞ （ウ）⽕災
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【第５問】 下記の（問９）〜（問１１）について解答しなさい。

問９

会社員の佐野雄太さんが、２０２３年中に⽀払った医療費が下記＜資料＞のとおりである場合、

佐野さんの２０２３年分の所得税の確定申告における医療費控除の⾦額として、正しいものはど

れか。なお、佐野さんの２０２３年中の所得は給与所得８００万円である。また、佐野さんは妻

および⻑⼥と⽣計を⼀にしている。

1．１３０, ０００円

2．１８０, ０００円

3．３００, ０００円
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問１０

会社員の室井さんは、２０２３年９⽉中に新築住宅を購⼊し、同年中に居住を開始した。住宅借

⼊⾦等特別控除（以下「住宅ローン控除」という）に関する次の（ア）、（イ）の記述につい

て、正しいものを○、誤っているものを×とした組み合わせとして、正しいものはどれか。

（ア）室井さんは、所得税の住宅ローン控除について、２０２３年分から勤務先における年末調

整により適⽤を受けることができる。

（イ）住宅ローン控除の適⽤対象となる住宅の床⾯積は５０㎡（合計所得⾦額１, ０００万円以下

の年は４０㎡）以上であり、床⾯積の２分の１以上を⾃⼰の居住の⽤に供していなければならな

い。

1．（ア）○ （イ）○

2．（ア）× （イ）○

3．（ア）○ （イ）×
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問１１

倉⽥さんは、個⼈で飲⾷店の経営を⾏っている⻘⾊申告者である。倉⽥さんの２０２３年分の所

得および所得控除が下記＜資料＞のとおりである場合、倉⽥さんの２０２３年分の所得税の額と

して、正しいものはどれか。なお、倉⽥さんは、２０２３年中は事業所得のほかに所得はなく、

税額控除や源泉徴収税額、復興特別所得税、予定納税等については⼀切考慮しないこととする。

＜資料＞

［２０２３年分の所得］

事業所得の⾦額 １, ８００万円

※必要経費や⻘⾊申告特別控除額を控除した後の⾦額である。

［２０２３年分の所得控除］

所得控除の合計額 ２５０万円

※社会保険料控除、基礎控除など所得⾦額から差し引かれる⾦額をいう。

※総所得⾦額から所得控除を⾏って課税総所得⾦額を算出する。

＜課税総所得⾦額に対する所得税の計算⽅法＞

課税総所得⾦額×（所得税の速算表の）税率－（所得税の速算表の）控除額

＜所得税の速算表＞

1．３, ５７９, ０００円

2．４, ４０４, ０００円

3．５, １１５, ０００円
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【第６問】 下記の（問１２）〜（問１４）について解答しなさい。

問１２

２０２４年５⽉５⽇に相続が開始された天野重雄さん（被相続⼈）の＜親族関係図＞が下記のと

おりである場合、⺠法上の相続⼈および法定相続分の組み合わせとして、正しいものはどれか。

なお、記載のない条件については⼀切考慮しないこととする。

＜親族関係図＞

1．正⼦ １／３ 良美 １／３ 翔太 １／３

2．正⼦ １／２ 良美 １／４ 翔太 １／４

3．正⼦ １／２ 良美 １／６ 翔太 １／６ 春菜 １／６

問１３

今年８０歳になる⼤津さんは、⾃⾝の相続について、遺産分割等でのトラブルを防ぐために、そ

の対策として遺⾔書の作成を検討しており、ＦＰの北村さんに相談をした。遺⾔書に関する北村

さんの次の説明のうち、最も適切なものはどれか。

1．「⾃筆証書遺⾔は、⼀度作成すると撤回することができないため、記載内容については、弁護

⼠等の専⾨家と慎重に検討する必要があります。」

2．「⾃筆証書遺⾔を作成する場合、⼤津さん本⼈が作成したことを証明するために、２⼈以上の

証⼈が必要です。」

3．「⾃筆証書遺⾔の場合、相続発⽣後、遺⾔書の保管者または発⾒した相続⼈は、遅滞なく遺⾔

書を家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません。」

〈© FP3級ドットコム 無断転載を禁じます〉

真由美さんは期限内に家庭裁判所で⼿続きを⾏い、相続を放棄した。※
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問１４

ＦＰで税理⼠でもある飯⽥さんは、安藤祐司さん（以下「祐司さん」という）から相続時精算課

税制度に関する相談を受けた。祐司さんからの相談内容に関する記録は、下記＜資料＞のとおり

である。この相談に対する飯⽥さんの回答の空欄（ア）〜（ウ）にあてはまる数値の組み合わせ

として、正しいものはどれか。

＜資料＞

［相談記録］

２０２４年５⽉２⽇

安藤祐司様（６７歳）

相続時精算課税制度を活⽤して、⼦の安藤知宏さん（以下「知宏さん」という。３

５歳）に事業⽤資⾦として現⾦１, ０００万円を贈与したい。なお、知宏さんは、祐

司さんからの贈与について相続時精算課税制度の適⽤を受けたことはない。

［飯⽥さんの回答］

「相続時精算課税制度の適⽤を受けるためには、原則として、贈与をした年の１⽉１⽇におい

て、贈与者である親や祖⽗⺟が（ ア ）歳以上、受贈者である⼦や孫が（ イ ）歳以上で

あることが必要とされます。祐司さんと知宏さんはこれらの要件を満たしていますので、原則

として、贈与を受けた年の翌年の２⽉１⽇から３⽉１５⽇までの間に、知宏さんが所定の書類

を添付した贈与税の申告書を税務署に提出することにより、相続時精算課税制度の適⽤を受け

ることができます。なお、相続時精算課税制度の適⽤を受けた場合、受贈者単位で贈与者ごと

に（ ウ ）万円までの特別控除額の適⽤を受けることができますので、ご相談の事業⽤資⾦

の贈与につきましては、贈与税は発⽣しないこととなります。」

1．（ア）６０ （イ）１８ （ウ）２, ５００

2．（ア）６５ （イ）２０ （ウ）２, ５００

3．（ア）６５ （イ）１８ （ウ）１, ５００
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【第７問】 下記の（問１５）〜（問２０）について解答しなさい。
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⽊内涼介さんは、株式会社ＡＱに勤める会社員である。涼介さんは、２０２４年１⽉に第⼀⼦

が⽣まれたこともあり、今後の⽣活設計についてＦＰで税理⼠でもある村瀬さんに相談をし

た。なお、下記のデータはいずれも２０２４年４⽉１⽇現在のものである。

［家族構成（同居家族）］

［保有財産（時価）］

［負債］

なし

［マイホーム］

涼介さんは、定期預⾦３５０万円のうち２００万円と、財形住宅貯蓄２００万円の合計４００

万円を頭⾦とし、⺠間⾦融機関で１, ６００万円の住宅ローンを組んで、２, ０００万円のマン

ションを購⼊したいと考えている。

［その他］

上記以外については、各設問において特に指定のない限り⼀切考慮しないこととする。

《設 例》



問１５

ＦＰの村瀬さんは、⽊内家の（マンション購⼊後の）バランスシートを作成した。下記の空欄

（ア）にあてはまる⾦額として、正しいものはどれか。なお、＜設例＞に記載のあるデータに基

づいて解答することとし、＜設例＞に記載のないデータについては⼀切考慮しないこととする。

1．７００（万円）

2．７３０（万円）

3．１, １３０（万円）

問１６

涼介さんと佳奈⼦さんは、今後１５年間で積⽴貯蓄をして、⻑男の昴太さんの教育資⾦として２

００万円を準備したいと考えている。積⽴期間中に年利２％で複利運⽤できるものとした場合、

２００万円を準備するために必要な毎年の積⽴⾦額として、正しいものはどれか。なお、下記＜

資料＞の３つの係数の中から最も適切な係数を選択して計算し、解答に当たっては、百円未満を

四捨五⼊すること。また、税⾦や記載のない事項については⼀切考慮しないこととする。

1．９９, １００円

2．１１５, ７００円

3．１５５, ７００円
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問１７

涼介さんは、マンション購⼊後には、地震の備えの⼀つとして地震保険の契約を検討している。

地震保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1．地震保険の保険料は、建物の構造が同じであれば、所在地にかかわらず同⼀である。

2．地震保険の対象は、居住⽤の建物とそれに収容されている家財である。

3．地震保険は単独で契約することはできず、住宅総合保険などの⽕災保険契約に付帯して契約す

る。

問１８

佳奈⼦さんは、現在、専業主婦であり国⺠年⾦の第３号被保険者であるが、⼦育てがひと段落し

たらパートタイマーとして働きたいと思っている。パートタイマーとして働き始めた場合の佳奈

⼦さんの国⺠年⾦の被保険者種別に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、佳奈⼦

さんの年収は１００万円未満で、会社員である涼介さんの年収の２分の１未満であるものとし、

佳奈⼦さんはパート先において厚⽣年⾦の被保険者とならないものとする。

1．国⺠年⾦の第１号被保険者とされる。

2．国⺠年⾦の第２号被保険者とされる。

3．国⺠年⾦の第３号被保険者とされる。
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問１９

涼介さんは、会社の定期健康診断で異常を指摘され、２０２３年１１⽉に３週間ほど⼊院をして

治療を受けた。その際の病院への医療費の⽀払いが⾼額であったため、涼介さんは健康保険の⾼

額療養費制度を利⽤した。涼介さんの２０２３年１１⽉分の保険診療に係る医療費の⾃⼰負担分

が３６万円（総医療費１２０万円）であった場合、⾼額療養費制度適⽤後の涼介さんの負担⾦額

として、正しいものはどれか。なお、涼介さんは全国健康保険協会管掌健康保険（協会けんぽ）

の被保険者で、標準報酬⽉額は「３０万円」である。また、２０２３年１１⽉に⽀払った医療費

はこの⼊院に係るもののみであり、今回の⼊院について健康保険限度額認定証は提⽰していない

ものとする。

1．８１, ０３０円

2．８９, ４３０円

3．２７０, ５７０円

問２０

涼介さんは、２０２３年１１⽉の⼊院を機に健康保険の傷病⼿当⾦制度について理解を深めたい

と思い、ＦＰの村瀬さんに質問をした。傷病⼿当⾦に関する村瀬さんの次の説明のうち、最も不

適切なものはどれか。

1．「傷病⼿当⾦は、健康保険の被保険者（任意継続被保険者を除く）が業務外の病気やケガのた

めに働けない場合に受け取ることができます。」

2．「傷病⼿当⾦は、療養のために労務不能である場合に⽀給され、⼊院でなく⾃宅療養であって

も受け取ることができます。」

3．「傷病⼿当⾦は、療養のために連続して４⽇間仕事を休んだ場合に、５⽇⽬以降の休んだ⽇に

ついて受け取ることができます。」
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《模範解答》
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問7 1
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